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新旧対照表 

 2026 年 4 月 18 日 

 

証券総合取引約款                                  （下線部変更） 

新 旧 

第19条（本人認証） 

１．お客様には、本サービスのご利用に際して、パスキ

ーをご登録いただきます。お客様が登録できるパスキ

ーは1件といたします。なお、登録後、お客様ご自身

でパスキーを解除することはできません。 

２．お客様が本サービスへのログイン、預り金の出金ま

たはリアルタイム入金を行う場合、パスキーの確認を

いたします。パスキーが当社のシステムに登録されて

いるものとの一致により、当社は確認の義務を負うこ

となくお客様ご本人による行為とみなして、本サービ

スをご利用いただきます。 

３．本サービスのご利用に際してパスキーをご利用する

ことができない場合、当社は、ログインIDおよびログ

インパスワードまたは生体認証が当社のシステムに

登録されているものとの一致、（以下省略） 

４～６. 

第19条（本人認証） 

 （追記） 

 

 

 

 （追記） 

 

 

 

 

 

１．当社は、本サービスのご利用に際して、ログインID

およびログインパスワードまたは生体認証が当社の

システムに登録されているものとの一致、（以下、省

略） 

２～４ 

 

 

 

国内株式店頭取引サービス取扱規約                         （下線部変更） 

新 旧 

第２条（サービスの内容）  

１～３．（現行通り）  

４．本サービスにより日本株等をお買付けされる場合、 

予めお取引金額をご入金いただきます。 

 （下線部削除） 

第２条（サービスの内容） 

１～３．（省略）  

４．本サービスにより日本株等をお買付けされる場合、

予めお取引金額をご入金いただきます。また、ご注文

の入力時には、買付代金の清算方法（引落先）につい

て、預り金またはリアルタイム入金サービスのご利用

銀行の別をご選択いただきます。 

第８条（注文入力）  

１～２．（現行通り）  

３． 

   （削除） 

 

 

４．買付注文の場合は、概算買付可能額（預り金額等）

を表示いたしますので、概算買付可能額以内での金

額指定または預り金全部の発注方法をご指定いた

だきます。 

 

  （削除） 

第８条（注文入力）  

１～２．（省略）  

２-２． 

３．買付注文の場合は、買付金額の清算金額の引落先に

ついて「預り金」またはリアルタイム入金サービスで

｢ご利用中の銀行｣をご選択いただきます。  

４．前項において「預り金」を選択された場合、概算買

付可能額（預り金額等）を表示いたしますので、概算

買付可能額以内での金額指定または預り金全部の発

注方法をご指定いただきます。 

 

５．本条第3項の引落先で「ご利用中の銀行」を選択さ
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新 旧 

 

５～９. 

 

れた場合、（以下省略） 

６～１０. 

 

第15条（預り金拘束等）  

１．（現行通り）  

（削除） 

 

 

２～５ 

６．上記３．４．のほか、同一銘柄、同一受渡日での売

買（以下省略） 

７. 

 

第15条（預り金拘束等）  

１．（省略）  

２．前記１．に関わらず、買付注文画面の引落先でリア

ルタイム入金サービスご利用中の銀行を選択された

場合、（以下省略） 

３～６ 

７．上記４．５．のほか、同一銘柄、同一受渡日での売

買（以下省略） 

８. 

 

 

 

米国株式店頭取引サービス取扱規約                          （下線部変更） 

新 旧 

第２条（サービスの内容）  

１～３ｰ３．（現行通り）  

４．本サービスにより日本株等をお買付けされる場合、

予めお取引金額をご入金いただきます。 

 （下線部削除） 

第２条（サービスの内容） 

１～３ｰ３．（省略）  

４．本サービスにより日本株等をお買付けされる場合、

予めお取引金額をご入金いただきます。また、ご注文

の入力時には、買付代金の清算方法（引落先）につい

て、預り金またはリアルタイム入金サービスのご利用

銀行の別をご選択いただきます。 

第10条（注文入力）  

１～２．（現行通り）  

３．  

  （削除） 

 

 

４．買付注文の場合は、概算買付可能額（預り金額等）

を表示いたしますので、概算買付可能額以内での金額

指定または預り金全部の発注方法をご指定いただき

ます。 

  （削除） 

 

５～１０ 

第10条（注文入力）  

１～２．（省略）  

２-２． 

３．買付注文の場合は、買付金額の清算金額の引落先に

ついて「預り金」またはリアルタイム入金サービスで

｢ご利用中の銀行｣をご選択いただきます。  

４．前項において「預り金」を選択された場合、概算買

付可能額（預り金額等）を表示いたしますので、概算

買付可能額以内での金額指定または預り金全部の発

注方法をご指定いただきます。 

５．本条第3項の引落先で「ご利用中の銀行」を選択さ

れた場合、（以下省略） 

６～１１ 

第17条（預り金拘束等）  

１．（現行通り）  

（削除） 

 

 

２～５ 

６．上記３．４．のほか、同一銘柄、同一受渡日での売

買（以下省略） 

第17条（預り金拘束等）  

１．（省略）  

２．前記１．に関わらず、買付注文画面の引落先でリア

ルタイム入金サービスご利用中の銀行を選択された

場合、（以下省略） 

３～６ 

７．上記４．５．のほか、同一銘柄、同一受渡日での売

買（以下省略） 
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新 旧 

７. ８. 
 

 

入出金サービス取扱規約                               （下線部変更） 

新 旧 

第10条（リアルタイム入金による入金請求指示）  

１．リアルタイム入金は、固定メニュー【   入出金】

からご請求指示を行っていただきます。  

 （図：削除） 

 

 

 

２．ご入金の指示後、パスキー画面に遷移します。パス

キーが当社のシステムに登録されているものとの一

致により入金が行われます。なお、パスキーを登録さ

れていない場合は、パスキー画面に遷移せずに入金が

行われます。 

 

３～５． 

 

６．当社は、前記５．③の場合、リアルタイム入金サー

ビスの申込みを抹消いたします。 

第10条（リアルタイム入金による入金請求指示）  

１．リアルタイム入金は、以下の方法により入金のご請

求指示を行っていただきます。 

（1）固定メニュー【   入出金】からご入金の振替請求

指示を行う方法 

（2）取引画面からご入金の振替請求指示を行う方法 

 

 （追加） 

 

 

 

 

 

２～４． 

 

５．当社は、前記４．③の場合、リアルタイム入金サー

ビスの申込みを抹消いたします。 

第14条（出金指示）  

１．（現行通り）  

２．当社は、お客様から出金手続依頼を受付ける場合、

パスキーの一致を確認のうえご依頼を受付けるもの

とします。 

（1）ホーム ＞    入出金 ＞ 出金 ＞ 出金金額をご入

力 ＞「出金内容を確認する」を押下 ＞  出金内容

をご確認のうえ「取引暗証番号」を入力 ＞「出金す

る」を押下 

（2）パスキー画面に遷移 ＞「続ける」を押下して登録

されたパスキーの利用 

３．お客様がパスキーをご利用することができない場

合、当社は以下の認証コード等の一致を確認のうえご

依頼を受付けるものとします。 

（1）取引暗証番号 

（2）認証コード 

４．パスキーをご利用することができない場合の出金手

続依頼は、CHEER証券アプリ等の固定メニュー【   入

出金】から行っていただきます。 

 （以下省略） 

 

第14条（出金指示）  

１． （省略）  

  （追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．当社は、お客様から出金手続依頼を受付ける場合、

以下の認証コード等の一致を確認のうえご依頼を受

付けるものとします。 

（1）取引暗証番号 

（2）認証コード 

３．出金手続依頼は、CHEER証券アプリ等の固定メニュ

ー【   入出金】から行っていただきます。 

 （以下省略） 
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以 上 


